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１．研究計画の概要 

 分権時代を迎えて、自治体の運営が地域社
会にもたらす影響が大きくなる中で、自治体
内部の秩序のあり方、とりわけ「不祥事」に
対する対策・対処の実態を把握するとともに、
新たな法令遵守体制のあり方について研究
することが重要となっている。 

 従来の自治体実務において、こうした不祥
事は不運・不幸な出来事と受けとめられ、も
み消しが図られるか、それが難しい場合は偶
発的な事件・事故として関係者のみを処分し、
組織から排除（懲戒免職）するだけで、組織
的な再発防止策や組織管理の改革を行うこ
とはまれであった。また、従来の学問研究に
おいても、こうした不祥事の現状、背景、対
策について、理論的・実証的に分析した研究
はほとんどみられない。 

 しかし、情報公開と「法化」という地域社
会の急速な変化の中で、こうした不祥事を偶
発的な事件・事故として片づけるのではなく、
自治体組織の「病理」として、あるいは自治
体組織と社会一般のギャップとして捉えて、
法令遵守体制の構築と組織マネジメントの
改革を進める必要がある。また、こうした理
解や対策を進めるためにも、理論的・実証的
な研究が必要不可欠になっている。 

 この研究では、自治体の「不祥事」及び「不
祥事対策」について包括的な調査を行うとと
もに、新たな法令遵守体制の構築に向けて分
析・提言を行う。具体的には、①不祥事の類
型化、②自治体内部の秩序（慣行と意識）、
③不祥事対策の類型化、④不祥事対策の選択
を決める要因分析、⑤法令遵守体制の設計、
⑥法令遵守と地域社会の秩序・政治構造との
関係、⑦法令遵守体制の効果（実効性）など

を明らかにする。 
 
２．研究の進捗状況 
(1) 平成19年度は、概ね過去10年間にお
いて表面化した不祥事事案を抽出し、建
築偽装、裏金など「組織的不祥事」、汚
職、個人情報漏洩など職務関連の「個人
的不祥事」、交通法規違反、性的犯罪な
ど職務外の「個人的不祥事」に類型化で
きることを確認するとともに、これに対
する自治体の対応について、「もみ消し
」・「個別処分」主義から「早期公表」と
「厳罰化」の傾向にあることを確認した
。 
(2) 平成20年度は、とくに「組織的不祥
事」に着目して、汚職・不正献金問題（
福島県、宮崎県等）、裏金問題（岐阜県、
宮崎県等）、職員等不正採用問題（大分
県）など、いくつかの事例を選定して、
①発生の原因と社会的背景、②自治体の
対応とその決定過程、③不祥事対策の内
容等について調査・分析を行った。 
(3) 平成21年度は、主として「個人的不
祥事」に着目して、汚職、個人情報漏洩
、文書偽造などの職務関連の不祥事と、
交通法規違反、性的犯罪など職務外の不
祥事の事例を選定して、①発生の原因と
社会的背景、②自治体の対応とその決定
過程、③不祥事対策の内容とその効果等
について調査・分析を行った。 
 その結果、①個人的不祥事の増加には
、職務の閉鎖性・形式性、職員の生きが
い・働きがい不足、職員間のコミュニケ
ーション不足など職務環境のあり方が
影響していること、②自治体の対応は早
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期化・厳罰化している反面、当事者や関
係者からの事情聴取や原因究明等の努
力が不足していること、③不祥事対策と
しては研修や意識啓発等のステレオタ
イプな対応が多く、職務環境の改善や組
織改革にはつながっていないこと等が
判明した。 
 
３．現在までの達成度 
 ②おおむね順調に進展している。 
（理由） 
 当初は、組織的不祥事、個人的不祥事とも
に自治体側の姿勢もあって十分な情報が得
られないことが心配されたが、最近の不祥事
の増加と法令遵守への意識向上等によって、
予想よりも情報の収集が進み、原因の分析や
不祥事の類型化等の作業は進展した。ただ、
不祥事対策の実態や効果については、導入後、
日が浅いことや、対策と効果との因果関係が
明確でないこと等から、踏み込んだ分析が難
しい状況にあり、今後、連携研究者を含めた
意見交換が必要と考えている。 
 
４．今後の研究の推進方策 
 今後、次の課題について研究を進める
予定である。 
 第１に、自治体不祥事問題の構造化を
図ることである。これまでの研究におい
て、①不祥事の傾向、②不祥事の原因、③不
祥事の類型化等について分析してきたので、
今後は、④不祥事の背景と自治体官僚制の関
連にメスを入れて、より組織的・構造的な分
析を行う。 

 第２に、不祥事対策の傾向とその効果を明
らかにすることである。これまでの研究にお
いて、①不祥事対策の状況と傾向、②不祥事
対策の選択に至る過程、③不祥事対策の選択
を決める要因について分析してきたので、今
後は、④不祥事対策の効果ないし影響につい
て分析し、⑤今後の不祥事対策のあり方を検
討する。 

 第３に、自治体の法令遵守体制の要点と今
後のあり方を検討することである。これまで
の研究において、①自治体の法令遵守の体制
と意識の現状、②法令遵守体制の問題点等に
ついて分析してきたので、今後は、③法令遵
守体制の有効性、④法令遵守と地域社会・政
治構造との関係について分析し、今後の法令
遵守のあり方を検討する。 
 これらのために、若干の実態調査（追加調
査）を行うとともに、連携研究者を含めて共
同分析・意見交換を計画的・継続的に実施し
て、研究成果のとりまとめを行う予定である。 
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